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それでは、定刻が参りましたので、ただいまより平成２４年度第３

回目の川西市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 
本日は、年末の大変ご多忙のところご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 
本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用

要綱」第５条の規定に基づき傍聴を認めるところとしておりますので、

ご了承をお願いいたします。 
まず、開催にあたりまして、水田副市長よりご挨拶がございます。

副市長、よろしくお願いします。 
 
皆様、こんにちは。副市長の水田でございます。先ほど会長からも

おっしゃっていただいたように、年末の押し迫った時期ではございま

すが、第３回運営協議会を開催させていただきました。大変お忙しい

時期ではございますがご出席いただきまして誠にありがとうございま

す。今日は多くの学校で終業式ではございますが、大変寒いというこ

とで風邪が流行っております。また、ノロウィルスも蔓延していると

聞いております。どうか委員の皆様方には健康には十分に気を付けて

いただくようによろしくお願い申し上げます。 
平素から、委員の皆様方には国民健康保険の運営に、格別のご理解

とお力添えを賜っていますことを、重ねましてお礼申し上げます。あ

りがとうございます。 
 前回までの運営協議会におきまして、国民健康保険の制度の中身で

すとか、税率のあり方、設定のしかた、仕組み等をご説明いたしまし

た。今回はそれについて最新の状況に置き直したうえで、平成２５年、

２６年の我々が思っております税率改定案をご説明させていただく予

定でございます。税率改定にあたっての諮問につきましては、年が明

けてからとなりますが、皆様には忌憚のないご意見をしていただき、

活発に議論をしていただきたいと思っています。 
 先週、衆議院総選挙がございまして、結果はご案内のとおりでござ

います。税と社会保障の一体改革と呼ばれておりますが、少し難しく

申し上げれば、給付を受けるということと負担をするということと、

いかにバランスよくどういうかたちで取っていくかということだと思

っています。皆様にご協議いただいている国民健康保険も社会保障の

一環でございます。当然、給付を受けるに際しましては費用がかかる

ものでございます。その費用を国、県、あるいは市がどう負担してい

くか、税でもって加入者の方々にどの程度の負担をしていただくか、

診療を受ける際にどの程度の負担をしていただくか、ということが総 
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保険年金課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合的にバランスを取るうえでどうあるべきかということです。もちろ

ん、国が制度を作っていくわけではありますが、川西市という自治体

が保険者でありますので、責任のある運営をしていく必要があります。

国保制度を守っていきたいと思っていますので、委員の皆様にはそう

いったことを踏まえていただきながら議論をしていただきたいと思っ

ています。 
 開会にあたりまして簡単ではございますが、ひと言ご挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
ありがとうございました。本日は竹本委員が所用のため欠席でござ

います。 
続きまして、本日の議事録の署名委員の選出をさせていただきます。

私の方で指名させていただきますが、ご異議はございませんか。 
 
《異議なし、の声》 
  
ありがとうございます。 
それでは異議なしとのことですので、本日の署名委員といたしまし

て、大西委員と上田委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
それでは議題に基づきまして進行させていただきます。協議事項１

の「国民健康保険税率の改定について」を議題といたします。内容に

ついて事務局、説明をお願いします。 
 
それでは私の方から説明させていただきます。まず、資料の確認を

させていただきます。Ａ４サイズ横書き１枚ものが資料１となってい

ます。平成２５、２６年度川西市国民健康保険税率（案）とさせてい

ただいています。次に、資料２です。Ａ３横書き１枚もので、川西市

国民健康保険事業の税率改定試算についてというものです。次に、Ａ

４横書きで７ページあります。資料３として川西市国民健康保険事業

特別会計収支見込（平成２４～２６年度）としているものです。さら

に３部、参考資料として用意しています。参考資料１がＡ４縦書き１

枚ものです。前回の運営協議会において、会長からご依頼がありまし

た回答です。収納状況について、保健事業について、どういう取組み

をしてきたかという資料です。参考資料２はＡ３横書き３枚ものです。

平成２５、２６年度医療給付費分賦課総額算出表としているものです。 
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こちらは資料１の税率改定案の説明とともに使わせていただきます。

参考資料３としている国民健康保険税改定の経過というものですが、

平成１７年度以降から現在に至るまでの改定について、ざっとまとめ

た資料です。こちらは最後の方に説明しようと考えています 
それでは資料１「平成２５、２６年度川西市国民健康保険税率（案）」

について説明します。まず、医療給付費分を見てください。所得割で

すが、現行では６．２４％としているのを、７．１４％に、被保険者

１人あたりにかかる均等割を２４，９００円から２８，０００円に、

１世帯あたりにかかる平等割を１９，５００円を２１，９００円に、

賦課限度額の改定はありません。次に、後期高齢者支援金分を見てく

ださい。所得割が１．８７％を２．７１％に、均等割７，４００円を

９，８００円に、平等割５，６００円を７，８００円に、賦課限度額

の改定はありません。それから、介護納付金分を見てください。所得

割２．４０％を２．９１％に、均等割９，８００円を１０，６００円

に、平等割５，４００円を５，７００円に、賦課限度額の改定はあり

ません。これを合わせますと、介護納付金分が課税される方々につい

てですが、１番下の合計の欄です。１人あたり賦課額で現行１０５，

８６１円が１２４，４８６円、引き上げ額にして年間１８，６２５円

となります。引き上げ率にして１７．５９％の改定として、税率案を

示させていただいています。 
ここでいう現行の税率ですが、平成２５、２６年度における被保険

者数及び所得の推計というのを前回お示ししているかと思いますが、

現行税率でもって試算した場合の数字というのが①です。そして、新

税率でもって試算したものが②、そしてその差を示しています。 
さて、その税率を算定するにあたって、何を根拠にこの数字が出て

きたのかというのが、参考資料２です。Ａ３横書き３枚ものの資料で

す。それぞれの項目の見込みについては前回説明しています。ここで

は、支出にどういうものがあるのかということで、保険給付費、前期

高齢者納付金、共同事業拠出金、保健事業費とあります。これを賄っ

ていくわけですが、この支出に応じて国や県から補助金や負担金が入

ってきます。それを収入として挙げています。主なものとして国庫支

出金、前期高齢者調整交付金、県支出金、一般会計繰入金があります。

一定の支出に対して入ってくる収入を除いた金額を、保険税で埋めて

いくことが大原則となります。それを示しているのが差引としている

③のところです。要は収入の不足分を保険税で賄おうということです。

そして、今回新たな法定外繰入を検討しています。それを除いた分を 
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保険税として賄うよう検討しています。収納率に関しては８８％と見

込んで計算しています。つまり、一定額徴収できない部分を考慮して

税率設定をしています。たとえば、収納率を１００％という、過去の

実績からしてあり得ない数字を掲げてしまうと、無理な税率設定とな

りますので、現実的な収納率でもって計算し、税率設定しています。

この８８％という数字は、今までの収納率を丸めた数字ですので、こ

れ以上努力しなくていいという考えではありません。これ以上の収納

率となれば、それは今後の税率改定を小さくすることになりますし、

早期の赤字解消にもなります。決して収納率はこの程度でいいと思っ

ているわけではなく、あくまで税率設定するうえでの収納率ですので

よろしくお願いします。 
２枚めを見てください。これも１枚めと大きく変わるところはあり

ません。ただ、ここでは支出にあたるものが後期高齢者支援金となり

ます。そして、医療給付費分と同様、国庫支出金、県支出金を除いた

金額を税で賄おうという考え方です。法定外繰入金や収納率に関して

も同じ考え方です。 
３枚めを見てください。介護納付金分に関する考え方です。これに

ついても介護納付金が支出にあたりまして、これに対して国庫支出金

等が入ってきますので、総額にしていくら必要になるかを見込んで不

足分を保険税で賄うという考え方です。もちろん、これについては４

０歳から６４歳に限定した課税になりますので、被保険者数や世帯数

なども別途見込んで算出しています。 
このように税率設定にあたっては、支出の総額を見込み、それに対

して入ってくるであろう国・県支出金を控除した金額を確保するよう

な設定方法となっています。もう少し話をさせていただくと、その設

定をするうえで不足額のうち、所得割で５０％、均等割で３５％、平

等割で１５％を賄うような割合にしています。この割合は国が示す最

も標準的なものとしています。 
それでは資料２を見てください。川西市国民健康保険事業の税率改

定試算についてという、Ａ３横書き１枚ものの資料です。前回は２６

年度までの収支見込みを示した資料をお配りしていると思いますが、

これはそれをもとにして平成３４年までの見込みを現行制度が続くと

して出しています。今回の税率設定については、以前すでに決定して

いる２４、２５、２６年度における法定外繰入１億９，０００万円を

ないものとして計算しています。法定外繰入についても新たに見直し

をしようということで、それがないものとしてどうなるかという見込 
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みをしているものです。今後の収支見込みとして１番上の表ですが、

平成２４年度末に累積収支として、１２億１，３６９万９，０００円

の赤字が見込まれるということです。２６年度には２７億９，０００

万円ほどの赤字になるであろうというところです。これはあくまでこ

のままの税率で、何もしなければこうなるだろうということです。こ

こまでは前回お示しした資料にもう１カ月分、１０月診療分を加えた

新たな見込みで作りました。被保険者数、給付費、調定の見込み額等、

前回同様に見込みをして出した数字です。平成２７年度以降の見込み

ですが、この表の１番下の※のところですが、今後の計画されている

国保の広域化や社会保障・税一体改革による国保への影響、２７年度

からの共同事業の拡大等は見込んでいません。現行制度がそのまま続

くものとして見込んだ数字です。 

こうした状況下でどのような改定が必要かということで、試算１、

２、３をしました。試算１を見てください。これは前回の税率決定時

と同じ考え方でして、今回ですと２４年度末の赤字額１２億１，００

０万円は５年分割の法定外繰入で、給付費の増加分については税率改

定で解消しようとする案です。そして、この案を設定にあたっては２

つめの※ですが、平成２７年、２９年、３１年、３３年と今後も２年

おきに一定の税率改定を行い、増収を図るものとして計算しています。

これは１人あたり保険給付費が毎年確実に上がっていくであろう、そ

れに伴う負担増はやむを得ないであろうと考えるなかで仮に試算をし

ています。それで、試算１ですと２４年度末までの１２億１，０００

万円の赤字を５年分割なので、年に２億５，０００万円ずつ法定外繰

入を実施しようとするものです。平成２４年度から２８年度の間に赤

字解消を図るというものです。平成２６年度の累積収支の欄を見てい

ただきますと、４億８，０００万円ほどの赤字が残ることになります

が、これを２７、２８年度に２億５，０００万円繰り入れることで解

消するものです。これを達成するためには、２５年、２６年度に７億

８，０００万円の増収を図る必要があります。これを１人あたり調定

額で置き直すと、年間で２３，２７２円の負担増となり、２１．９８％

の改定が必要となります。 

続きまして試算２ですが、これは試算１に加えて税率を抑えるため

の法定外繰入として、年間５，０００万円を平成２４年度から２６年

度までの３年間実施しようとするものです。この案ですと、１人あた

り調定額で２０，９４９円となり、１９．７９％の改定となります。 

試算３ですが、税率抑制分として年間１億円とするものです。赤字 
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解消分と合わせて年間３億５，０００万円の法定外繰入となりますが、

この案は１人あたり調定額で１８，６２５円、１７．５９％の改定と

なります。試算１からくらべて４．３ポイントほど引き下げられるこ

とになります。この試算３で得られる数字が、先ほど示した資料１の

改定案としています。これまでの考え方では、試算１のケースになる

のですが、こうした場合に与える被保険者への負担感を勘案し、また

市の財政状況を加味し、財政局とも調整したうえでこちらの改定案を

皆様にご提案し、またご検討いただきたいと考えています。 
続きまして資料３を見てください。これまで説明させていただいた

ことの根拠となる資料です。こちらに関しては前回も皆様にお配りし

ているかと思います。１カ月分のデータを加えた最新の資料としてい

ます。２４年度末の見込みですが、１番下の収入支出差引のところで

１０億２，３００万円と、先ほど示した１２億１，０００万円と数字

が違うのですが、これはすでに決まっている法定外繰入１億９，００

０万円がここには入っていますので、これを引きますと先ほどの数字

に合致します。２５年度については３億８，０００万円、２６年度に

ついては５億７，０００万円を引きますと合致します。 
２ページを見てください。被保険者数の推移です。ここの部分は前

回と大きく変わっていません。改めて説明しますと、平成２４年度見

込の色のついている４２，４８４ですが、これが被保険者数の見込み

です。以降２６、２７年度については人口減に伴う加入者減を見込み、

だいたい同じだけ減っていくであろうと見込んでいます。ただ、その

内訳ですが、６５歳以上の高齢の方については増を見込み、６４歳以

下の加入者および割合の減を見込んでいます。 
続いて３ページですが、調定額と収納額についてです。ここについ

ても前回同様の見込みになっています。平成２４、２５、２６年度の

見込みについて、被保険者数の見込みが変わりましたので、それによ

る前回からのズレが多少あるかとは思います。調定額については前年

度比で約１％落ち、２５年度についても楽観視できませんので１％落

ちると見込んでいます。収納率については、８８．１３％を守ってい

きたいと思っています。ここで見ていただきたいところが、平成２０

年度１人あたり調定額としてグラフに９０，４７９円とあります。こ

れが平成２６年度の見込みでは８６，０５４円であり、減少する見込

みとなっています。これは平成２３年度に５．１１％の改定をしたう

えで、これだけ減少していることを見ていただきたく思います。 
４、５ページを開いてください。給付費の見込みになっています。 
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 前回は３月から９月診療の分まででしたが、今回は１０月分を加えて

見込んでいます。残念ながら前回の見込みより給付費が伸びている状況

です。その伸びも含めて２６年度以降の見込みもそれに合わせて少し膨

らませています。２５、２６年度の見込みについて改めて説明しますと、

５ページの色を付けているところで１０３．８７という伸びを見込んで

います。これは平成２２年度実績、２３年度実績、２４年度見込でそれ

ぞれ１０１．３７、１０６．７１、１０３．５４の平均が１０３．８７

であり、２５、２６年度の伸び率見込みとしています。 

続きまして６ページを開いてください。近隣市の税率比較の表です。

今年度の税率を比較しています。現行では川西市は芦屋市、宝塚市の次

に安い状況です。１番右にありますのが改定案で出した数字になりま

す。 

その前にこの表の見方ですが、上から医療給付費分、後期高齢者支援

金分、介護納付金分となっていまして、それぞれの所得割、均等割、平

等割を示しています。そして単身世帯、二人世帯と分けていまして、た

とえば単身世帯で所得３００万円であれば、それぞれの市町村でこうい

う税額、料金となるといったように、各モデルで計算して表にしたもの

です。１番下でしたら、二人世帯で所得３００万円ならどうなるかとい

うことを示しています。所得とは、たとえば給与所得者であれば、給与

収入から給与所得控除をした後の金額となります。年金受給者でした

ら、年金所得控除を差し引いた雑所得でもって計算します。給与でした

ら最低でも６５万円の控除があり、年金についても６５歳以上の方で１

２０万円の控除額があります。欄外にも注意書きがありますが、たとえ

ば１７０万円の給与収入であれば、給与所得控除額として６８万円あり

ますので、１０２万円の所得という計算になります。ですので、単身世

帯１００万円というのは、給与所得者でいえば、だいたい給与収入１７

０万円くらいと思っていただいたらと思います。 

それで、川西市の改定後の保険税率ですと、１７．５９％の改定とい

うわけですから、ご覧いただいていますような金額になります。このな

かでは尼崎市や池田市に次ぐ高さになります。ただし、他の市において

も２５年度、もしくは２６年度の税率改定がどのようにされるのかはわ

かりませんので、あえてランク付けはしていません。あくまで２４年度

での比較の表です。 

次に７ページをご覧いただけますか。これは上の表でも掲げています

近隣市における法定外繰入金もしくは決算がどういう状況かを平成２

３年度の分で比較している表です。たとえば川西市ですと、被保険者数 
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で４２，９８０人、法定繰入金が９億４，２００万円、法定外繰入金

が１億９，２００万円、１人あたり法定外繰入金額が４，４８１円と

なっています。平成２３年度末での決算が△７億７００万円、収納率

で８８．６３％となっています。１人あたり法定外繰入金の額が川西

市では低くなっていますが、今回の改定で３億５，０００万円の繰入

を検討していますので、これを１人あたりに直すと約８，３００円の

１人あたり法定外繰入金額になると考えています。 

次に、参考資料３を見ていただけますか。これまでの川西市国民健

康保険税の改定の経過です。まず平成１７年度に課税方式の変更とと

もに、税率改定を行いました。この時には１２．４９％の大きな改定

を行っています。課税方式をどう変えたかということですが、市民税

所得割方式から旧ただし書き方式に変えたということなんですけれど

も、市民税の額に応じて保険税はその何倍かいただきますよというこ

とから、所得額に対してこれだけいただきますよという方式に変えま

した。なぜ変えたかといいますと、市民税の所得割に対して課税する

となると、所得割が課税される世帯数は少なくなります。これを、所

得割のかかる世帯を広い範囲でいただきましょうという趣旨になりま

す。市民税の所得割を基準にしますと、いろんな控除が可能になりま

す。障がい者控除や当時ありました老齢者控除などがそうです。いろ

んな控除をした後に算出される額に対して市民税はかかりますので、

そうすると市民税のかからない世帯が結構出てきます。所得割をいた

だく世帯に限りが出てきますので、所得割のかかる世帯に対する税率

設定が非常に高くなってきます。幅広く所得割をいただくための変更

ということです。当時１番負担が増えたのが、夫婦二人で年金収入が

３００万円くらいの世帯で、市民税のかからない場合がありましたか

ら、均等割と平等割のみ課税していました。お二人で７万８，０００

円という金額でした。それが１０万円を超えるような改定になりまし

た。当時は窓口も大混乱になりましてすごいことになりましたけれど

も、市民税所得割方式を取っている市町村は非常に少ない状況でした。

多くの市町村、９８％の市町村が旧ただし書き方式になっていました

ので、たとえば池田市や伊丹市において、同じ年金収入３００万円で

保険料は１０万円くらいかかる一方で、川西市では７万８，０００円

で済むという状況でした。それを一番ポピュラーな課税方式に入れ替

えさせていただいたということです。多くの世帯が増額になると同時

に、単身の若い方に関しては減額になっています。若い層からは高い

税額を課していまして、比較的お年寄りに優しい課税方式を、一般的 
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なものに変えたのが平成１７年度です。 
その後３年間は同じ税率のままで、平成２０年度に３．７８％の改

定をしました。この時に大きな医療制度改革があって、後期高齢者医

療制度はこの時にできたものです。ここで川西市では法定外繰入金を

いったん廃止しています。医療制度改革の主な内容を４点挙げていま

す。後期高齢者医療制度の創設と、後期高齢者支援金分を加えた３本

立て課税になったこと、前期高齢者にかかる新たな調整制度、前期高

齢者調整交付金という制度はこの時にできたものでして、それから特

定健診や保健指導が開始されたことの４点です。川西市においては、

特に前期高齢者調整交付金制度がプラスに働くという考え方のもと、

当時の法定外繰入金３億円を廃止しても大きな保険税改定にならない

として、廃止したうえで３．７８％の改定となりました。法定外繰入

の当時の考え方ですが、平成１９年度までは市民の３分の１が国保と

いうことで、今は７５歳以上の方は後期高齢者医療制度になりますが、

当時は国保でしたので最終的には国保に加入される方が多数派でし

た。最後まで社会保険の扶養でおられる方もいらっしゃいましたが、

最後は国保に加入するという方が圧倒的多数でした。そういう背景が

あって一般会計からの法定外繰入を行うことが、多くの市民の利益に

つながるという考えがありました。廃止をした理由として５点挙げて

いますが、先ほど申しました調整交付金の制度が国保に有利に働くと

考えたというのが⑤、①に書かれているように、後期高齢者医療制度

創設により、国保加入者は４分の１程度に減り、すべての市民は最後

に後期高齢者医療制度に加入することになりましたので、国保に加入

するとは限らなくなりました。それと、法定外繰入を実施することは

皆様からいただいている市民税を国保のために使うということになっ

てきます。国保の加入者は４分の１ですので、あとの４分の３の方々

が仮に社会保険に加入しているとすると、当然社会保険料として納め

ている分があります。また、国保の場合２分の１は公費で賄われます

ので、それらは所得税等から構成されているものになりますし、前期

高齢者調整交付金というのは社会保険側からいただくお金になります

ので、社会保険に加入している方々というのはすでにいろいろなかた

ちで国保に対する負担をしていることになります。そのうえさらに負

担をかけていくのは本来の姿ではないのではないかという考え方で

す。それと、１万７，０００人ほどの後期高齢者医療制度に移った方々

に対して、法定外繰入の制度はありません。国保の広域化というのを

国は常に念頭に置いているわけですが、それをするうえで足かせとな 
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っているのが法定外繰入をしている、もしくはしていない市町村があ

るということです。また、赤字のある、もしくは健全な経営をされて

いる市町村をどうすり合わせるかが問題となっています。以上のよう

な背景があるなかで、法定外繰入の廃止をしました。 
裏面を見てください。平成２２年度は税率改定を予定していまして、

運営協議会においても審議していただいたことではありますが、厳し

い経済情勢のなかでいったん見送りました。当然、平成２０、２１年

度の収支に基づいた改定というのが必要ではあったので、財政状況が

厳しくなってきたところを法定外繰入で補てんした上で、平成２３年

度には５．１１％の改定をいたしました。２２年度末の当時の赤字見

込みは約７億円でしたので、それを５年分割した１億４，０００万円

の繰入となっています。ただ、実際の２２年度末決算ではもっと大き

な赤字となったので、現在では１億９，０００万円の繰入を行ってい

ます。賦課限度額の見直しもしていまして、現在は７７万円としてい

ます。これについては、国の方が３月のぎりぎりのところで賦課限度

額の見直しをするので、その通達があってからの条例改正では間に合

わないということで、国が定める賦課限度額とするといった内容の条

例に変更しています。賦課限度額を国の定めるものより低く設定する

ことは、高額所得者に対して有利に働くものとなり、その分中間所得

者に対するしわ寄せがいくという考えのもと、そのような改正を行っ

ています。法定外繰入に関し、過去の累積赤字分に対してだけでなく、

阪神間における他市のような繰入額に引き上げられないのかといった

ご意見もありました。また、景気の回復も２２年度と２３年度でそう

変わっていないだろうに料金改定はいかがなものかといったご意見も

ありました。しかし市としては、皆様にもご理解いただきたいところ

は、法定外繰入に関する市としての考え方は２０年度当時のものから

基本的に変わっていないということです。確かに阪神間において比較

すると少ないかもしれませんが、法定外繰入の額と財政状況というの

は必ずしもリンクしているものではありません。非常に大きな繰入を

しているところでも赤字を抱えている場合があります。大きな繰入を

して税率を抑えているところもあります。川西市については、２０年

度のときの考え方を継続している状況です。 
私の方でずっと話させていただいていますが、今回過去の経過につ

いて、はじめてお話させていただいた方々もいらっしゃるかと思いま

すが、この辺のことについて何かありましたらと思いますが、中原会

長、どうさせていただきましょうか。 
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保険年金課長 
 
 
会 長 
 
保険年金課長 
 
 
保険収納課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あと、どういった説明が残っていますか。 
 
会長から前回ご依頼がありました保険収納、保健事業に関する説明

があります。このまま続けてよろしいですか。 
 
よろしくお願いします。 
 
では、前回宿題として会長からご依頼がありました保険収納につい

て、収納課長より説明いたします。 
 
では参考資料１＜平成２３年１月２６日答申「４．今後の対策につ

いて」に関する報告＞を見てください。まず、現年度分に関する収納

率ですが、年々低下しています。次に滞納繰越分ということで、平成

２３年度以前のものになりますが、２０年度には低下していますが、

２１年度以降は前年度比で上昇を続けています。それから、合計につ

きましても２３年度は２２年度比で上昇しています。平成２４年度に

ついて、前年度１１月末比で見て現年度分、滞納繰越分、合計とそれ

ぞれ上昇しています。これは納税呼びかけセンターによる早期の納税

を促し、それが効果をあげていると言えると思いますが、決算時には

現年度分で２１、２２、２３年度と前年度比で低下しているので努力

を続ける必要があります。 
続きまして、収納率向上への取組みですが、徴収体制の強化につい

て、人員の増員という面で進めています。滞納処分対策を図るために

も、２２年度に１名、２３年度にも１名増員しています。市税収納課

との財産調査の共有をし、連携強化しています。各種研修も実施して

おり、職員のモチベーション向上をねらっています。２１年度より納

税呼びかけセンターを開設し、早期の納税を促しています。 
次に納税環境の整備の面からですが、口座振替の勧奨、コンビニ収

納を実施しています。特に口座振替に関しては収納率が非常に高く、

徴収コストの縮減にもなるため、強く推進していっています。呼びか

けセンターからも口座振替の登録の案内を必ず行っており、申込書の

送付をしています。コンビニ収納については２４時間納付が可能なた

め、特に若年層の収納率向上の効果が高いと考えています。これから

もこれらのＰＲを続けていきたいと考えています。 
次に面談等の交渉強化についてですが、電話・窓口における交渉力

によっては、加入者の納税意欲の向上と財産発見につながると考えて 
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いますので、各種研修を推進しています。夜間催告、休日催告等を実

施しまして、１１月については徴収強化月間として現地調査、実情調

査、聴取等を実施しています。期間の短い短期被保険者証や資格証明

書の発行をして、呼び出しで窓口での交渉機会を増やしています。 
次に滞納状況の解消についてですが、所在不明の方もいますので、

そういう方に関しては現地調査し、住民票消除を実施しています。社

会保険等、他の健保に加入されている方に関しては、発覚したところ

で脱退届をするよう案内しています。低所得者の方で、しかし未申告

の方に関しては申告することで保険税軽減となるケースがあるため、

申告するよう勧奨しています。 
最後になりますが、滞納処分については早期に財産調査を行い、発

見したところで滞納処分するようにしています。しかし財産もなく生

活困窮もしくは所在不明の方に関しては、執行停止すなわち徴収を猶

予するような取り扱いをしています。徴収職員を増員し、全員が滞納

処分に対応できる体制づくりをしていき、これからも収納率向上に努

力をしていきたいと考えています。 
次ページを見てください。２３年度調定額別収納状況とあります。

調定額とは請求額と思っていただいたらと思います。調定額が５万円

以上１０万円未満のところで大きく収納率が落ち込んでいます。世帯

の割合でも１３％以上あります。これは保険税軽減のうち、最大の７

割軽減がかからなくなっていることにより納付が厳しくなっているも

のと考えます。調定額が上昇するごとに収納率は向上しますが、５０

万円以上６０万円未満のところで全体の収納率より下回っています。

これも調定額が限度額に近く、納税が厳しいものと考えます。 
下のグラフですが、世帯主の年齢別の収納状況です。２０歳以下に

ついて収納率が非常に低く、また調定額も低くなっています。ただ、

世帯数がそもそも３５世帯しかありません。年齢が上がるほどに収納

率は上昇していきます。全体の収納率は８８．５４％ですが、６１歳

以上の世帯については納税の意識が高いため、平均を大きく上回って

います。世帯当たりの調定額は、４０歳以下の場合低く、６１歳以上

の方が高くなっています。これは年金受給の関連が大きいと考えます。

４０歳以下の調定額が低いのは、景気の低迷によるフリーター、無職

者、契約社員などの非正規職員の増加が原因ではないかと考えます。

７６歳以上の調定額が大きく落ち込んでいるのは、本人は後期高齢者

医療制度に移行しており、家族の方だけの保険税となるためと考えま

す。収納の取組みに関しては以上となります。 
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会 長 

続きまして保健事業についてです。平成２３～２５年度保健事業・

医療適正化事業の新規取組についてです。平成２３年度について、ま

ずジェネリック医薬品差額通知というのを実施しています。効果が大

きいと思われる世帯から順に２，０００件送付しています。これによ

って年間で約７３０万円の効果があったと考えています。実際にジェ

ネリック医薬品の利用状況についても、月は違うのですが１５．５％

から２１．６％ということで、それなりの効果が得られたと考えてい

ます。また、ジェネリック医薬品希望カードというのをお配りしてい

まして、保険証大のものですが病院にかかる際に保険証と一緒に提示

していただくものです。特定健診の未受診者への電話勧奨ということ

も実施しています。平成２４年度については人間ドックの助成費用の

拡大もしています。保健センターでの受診ですと、実費で３３，００

０円のうち１６，５００円の助成というのが従来のものですが、現在

は２３，０００円の助成、つまり自己負担１０，０００円で受けられ

るというものです。その効果として前年度受診件数が約１，０００件

だったものが、今年度見込みで１，３８３件ですから、３割以上利用

者が増えているという状況です。 
また、がん検診の助成をしています。川西市では５００～１，００

０円の自己負担が必要だったのですが、国保加入者については無料と

させていただいています。その結果、前年度で１３，９４７件の受診

件数だったものが、今年度見込みで１７，６０４件となっています。

２５％程度の増を示しています。 
前回の運営協議会で委員の方からもピックアップしていただいたこ

とですけれども、全戸配布のチラシで柔道整復受診や処方薬の適正利

用について広報させていただいています。来年度には、特定健診未受

診者に対する受診勧奨はがきの送付であったり、県が何らかのＰＲを

したりすると思いますので、そのタイミングに合わせて特定健診・が

ん検診・人間ドック受診の呼びかけポスターで広告していこうと思っ

ています。説明は以上です。 
 
どうもありがとうございました。大変数字も細かく、わかりづらい

ところもあったかとは思いますけれども、ここがわかりにくかったで

すとか、もう一度説明してほしいところですとかありましたら、遠慮

なく質問していただいたらと思います。 
資料１では、かなり大幅な改定案が示されていますが、この辺も含

めて何かございませんか。 
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それでは私から質問させていただきます。参考資料２のところで、

医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分という３つに分か

れているかと思いますけれども、医療給付費分についてはもちろん支

出の方が大きいわけですけれども、それなりに収支が合致しているよ

うに感じますが、あとの２つについては収支に大きなずれがあるよう

に思います。このあたりについて説明していただきたく思います。 
 
後期高齢者支援金分、介護納付金分について、それぞれ約半分の金

額を税で徴収するというふうに見えるかと思うのですが、これが本来

の姿と思っていただいていいかと思います。医療給付費分について、

支出の項目に保険給付費というのがあると思います。それ以外に、前

期高齢者納付金であったり、共同事業拠出金というのがありますが、

それらを除いて、さらに収入の項目の中の前期高齢者調整交付金の分

を除くと、医療給付費分についても後期や介護と同様のかたちになっ

てくると思います。 
皆さん、今日は「国民健康保険の安定を求めて」をお持ちになって

いるでしょうか。今申し上げたようなことを図で示していますのがＰ

１７に載っています。ここで示されている四角い図があると思います

が、この四角を保険給付費と思ってください。ここに前期高齢者調整

交付金というのが大きく入ってきます。国費を上回るくらいの額が入

ってきます。全体の額から前期高齢者調整交付金を除き、残った額の

２分の１を公費、残りを税で賄おうというものです。ですから、前期

高齢者調整交付金を除いた額で比べていただくと、後期や介護のよう

なかたちになります。ただ、保健事業費であったり、共同事業拠出金

等がありますので、多少のずれは生じます。ただ、大きくは前期高齢

者調整交付金が入ってきているがゆえに、他とは違った見え方になっ

ている状況です。 
 
わかりました。皆さん、他に質問はありませんか。 
資料２にありますように、今回の改定案としては試算３に示されて

いるものですので、１７．５９％ということになってきます。平成２

３年度の改定では５．１１％ということでしたので、そこから３倍以

上の大きな改定になりますが、これは当時の医療給付費の見込みから

大きくずれてしまったことが原因だということですね。 
最近では高度医療、先進医療などが進んでいて、それに伴い高額な

医療費となって高額療養費というのが非常に大きく膨らんでいるとい 
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うことだと思います。いわゆる被用者保険、共済や政府管掌協会けん

ぽなどでかかる１人あたり医療費と、国保の１人あたり医療費という

のはどれくらいの差があるものなんですか。 
 
「国民健康保険の安定を求めて」のＰ１２を見てください。そのなか

の上から４つめが１人あたり医療費となっています。平成２２年度デ

ータではありますけれども、国保は約２倍になります。ただ、それゆ

えに前期高齢者調整交付金の制度という、国保の非常に大きい負担と

いう部分に着目して、高齢者の方の医療費については社会保険側も応

援しようという考えでお金を出していただいています。こうした差を

是正するために、このような制度が設けられています。 
 
たとえば心筋梗塞の治療で、パイプを通したりすることがあると思

うんですが、その治療費に３００万円かかるといった場合、３割負担

ですと９０万円、１割なら３０万円ということですね。そしてその残

りの２１０万円なり２７０万円が保険者負担ということになってくる

と思うんですが、１割負担でいらっしゃる方というのはどれくらいな

んですか。 
 
平成２３年度の決算についてすでに説明させていただいている部分

もありますが、特に入院治療費については前年度比１１％の増となっ

ています。大きな負担となっていますが、７０歳以上の方については

基本的に１割負担となっています。川西市の７０歳以上の方の中で３

割負担でいらっしゃる方というのは１割強ですので、９割弱は１割負

担です。全国平均より３割負担の割合が若干高いといったところです。 
大きな医療費になってきますと、高額療養費という制度がございま

すので、たとえば１００万円の医療費があって、３割負担で３０万円

負担しなければならないかというと決してそうではありません。上限

額を超えた分については高額療養費として返ってきます。もちろんそ

の高額療養費というのは医療給付費として計上されることになりま

す。 
 
では、高齢者を多く抱える保険者ほど、高額療養費としてかかって

くる給付費が大きくなり、負担も重くなるということですね。 
 
そのとおりです。 
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他に質問のある方おられませんか。かなりの改定率ですので、その

あたりについて議論していただきたく思いますが。 
 
この税率アップについては慎重に議論していく必要があるかと思い

ますが、これについては一度持ち帰ってじっくり考えてから次回以降

議論していきたいと思います。今日のところでお聞きしたいこととい

うのは、やはりこれだけの大幅なアップということですけれども、近

隣市の税率状況を示していただいていますが、この近隣市の近年の保

険料の推移について教えていただきたいということが一点目です。二

点目としては、逆に保険料の引き下げを行っている自治体が高知県や

兵庫県にあると思いますので、どこの自治体でも厳しい財政状況の中

で、いかなる理念、考えでもって引下げしているのか教えていただき

たいと思います。三点目ですが、これだけ保険料を引き上げられます

と、おそらく保険料の納付がかなり困難になると思います。川西市の

なかで徴収努力というのは非常にされているとは思いますが、逆に納

付できない方々というのがどういう状況なのか、そしてそういった

方々が余計に悪化していくのではないかということが考えられます。

国保というのは命に関わることですので、短期の証明書を作ったりし

ていると思いますが、医療にかかりたくてもかかれないということが

出てくるように思います。収支の状況からシミュレーションして税率

が出てくるということはよくわかるんですけれども、実際に保険料が

納められる、納められないという方々についてどうお考えかというこ

とを教えていただきたいと思います。 
 
ありがとうございました。それでは、近隣市の税率の推移について、

それから引下げを行った自治体の考えについて、それから税率改定に

伴い、納付困難な方々にどのように対策していくかということで、事

務局には次回回答していただこうと思います。 
 
手元にすべての資料がそろっているわけではありませんが、近隣市

の状況についてということなんですけれども、何％の改定というのは

先ほど説明させていただいたように、一定条件を与えてこの税率から

この税率に置き換えたらこれだけ上がりますよというものになりま

す。ですから、今から他市の過去の税率改定率について調べるのはな

かなか困難ではあります。しかし、資料３の６ページのように、モデ

ルケースからどれだけアップしていったかというのは示すことができ 
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ると思います。たとえば尼崎市の場合、平成２０年度時点に所得２０

０万円の単身世帯で２８３，２４８円の保険料となりますが、平成２

１年度には２９６，１８４円と５％のアップとなっています。同様に

２２年度には９％、２３年度には３％のアップ、２４年度には３％の

マイナス改定となっていることはわかります。基本的に保険料として

いるところは毎年改定を行うようになっています。毎年６月に被保険

者の所得というのを把握するのですが、それと年度内の給付費の見込

みからどれだけの保険料を徴収すればよいかを試算して設定していま

す。川西市のように前年度末の時点で税率を設定するのではなく、課

税する直前に料率を設定していきますので、その設定が高すぎて黒字

が計上された場合は、翌年度はマイナス改定ということもあり得ます。

給付費が減になると見込まれる可能性は非常に薄いので、マイナス改

定になった理由としては前年度の料率設定が高すぎたということにな

るかとは思います。それ以外の理由がもしくはあるかもしれませんの

で、次回詳しく回答させていただきます。その他の近隣市の状況につ

いては、資料として次回提供させていただきます。 
給付費が膨らんでいる中で税率を抑えるというのは、すなわちこれ

までの設定が高すぎたか、赤字をさらに積み上げていくことになるか、

給付費が膨らんだ分を法定外繰入の増額で抑えていくかのいずれかだ

と考えられます。赤字が発生した場合は、翌年度の保険料で解消して

いくということが保険料の原則の考え方となっていて、毎年適切な保

険料設定をしていくことが本来のあり方と考えています。 
 
それでは次回、ご質問いただいた内容についてまとめていただくよ

うにお願いします。他にはありませんか。 
 
収納率向上ということでいろいろと取り組んでいらっしゃることは

よくわかるんですが、経費がすごくかかってくるように思います。徴

収体制の強化として職員の増員であったり、財産調査の強化について

も職員の増員であったりということで気になります。現在、１階の総

合受付で女性の職員がいらっしゃったりしますが、定年退職されてか

ら再雇用として受付されているんですよね。だいたい何を聞いてもぱ

っと答えてくださったりして、きちっと仕事もできる方ですから、正

職員でなくそういったＯＢの方に担当してもらったりはできません

か。それと、介護保険は年金から天引きになっていますけれども、最

初からこうしていただくと非常に便利に感じますし、国保についても 
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そういうふうにはできませんか。あるいは、川西市については口座振

替で支払いをお願いしていますというようにはできませんか。職員の

増員ばかりで、徴収であったり財産調査などは得手不得手があるかと

は思いますけれども、正職員以外の方を雇ったりはできませんか。収

納率向上にあたって、経費がすごくかかってくるようなことのように

思います。 
 
再任用の話からさせていただきますが、現在収納課におきましては

３名の再任用職員を配置しています。彼らは正職員同様、徴税吏員と

して滞納処分や窓口対応が可能となっています。市税収納課、滞納対

策課との連携をしていき、毎月１回日曜相談ということもしています

が、必要最小限の人数での対応をしています。年金天引きについては、

法律で６５歳以上の世帯にだけと決まっています。全体の１割程度が

年金天引きとなっている状況です。口座振替については、保険年金課、

保険収納課ともに、来庁される方には必ず口座振替用紙をお渡しする

ようにしています。川西市としては口座振替を勧めていますとしてい

ますが、強制はできませんのであくまでお願い、というかたちとなっ

ています。 
 
わかりました。では現段階で口座振替の割合というのはどれほどで

すか。 
 
金額ベースにして５割弱が口座振替となっています。年金天引きが

１割程度と先ほど申し上げましたが、もともと口座振替の方が制度上

年金天引きに移ったというケースもありますので、実質は５割を超え

る割合だと思います。 
 
５割であれば努力されていると思います。 
 
収納努力をされることによって得られる費用対効果というのはどれ

ほどでしょうか。 
 
仮にこうした徴収努力をしなかった場合、滞納繰越分として１億６，

０００万円から７，０００万円の収納があるわけですが、これだけの

収納はまず期待できないと思います。滞納処分や窓口応対で得られる

効果です。現年度分についても８割くらいは普通に納めていただくわ 
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けですが、残りの１割程度は滞納処分や窓口応対によって収納をあげ

ている状況です。 
 
他に何かありませんか。 
 
参考資料１の収納率の状況についてですが、各年度ともに合計のと

ころがすごく低いのはなぜでしょうか。 
 
現年度分というのは、年度内に請求し、かつ納めていただいた収納

率です。滞納繰越分というのは、納付が次年度以降に回っていき、順

次納めていただいている収納率で、その合計としてはこのような収納

率となります。 
 
現年度の８８％と滞納繰越分の８％を足したら６０％になるのです

か。 
 
たとえば平成２３年度分ですと、調定額として現年度分が３９億５，

８００万円ほどで、収納額が３５億４００万円であり８８．５４％の

収納率となっています。滞納繰越分は調定額としては２１億６，６０

０万円、収納額としては１億８，７００万円ですから、それぞれの調

定額、収納額を合計しますと収納率が６０．２８％となります。 
 
わかりました。 

 
他に何かありませんか。 

 
資料３の２ページなんですが、２４、２５、２６年度の見込み被保

険者数がそれほど大きく変わっていないように感じます。保険組合に

加入している団塊の世代７００万人がこれから動いていきますので、

この７００万人に扶養家族の方が含まれているかまでは存じません

が、いずれにせよ６５歳の定年退職以降、膨大な数の人々が国保に移

っていくことになると思います。彼らが健康であれば１人あたり医療

費なども大きくならないでしょうが、それなりの年齢の方が入ること

になるでしょうからやはり医療費は上がると思いますし、保険料の収

納率に関しては、保険料は払うものだという考えの方ばかりですから

むしろ上がるとは思いますけれども、団塊の世代の人々の動きという 
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のが推計に入っているかどうかお聞きしたいです。 
 
６５歳から６９歳の方の被保険者数の動きというのは、おっしゃる

とおり平成２４年度から本格的に出てき始めていると思います。２３

年度というのは逆に減っていまして、戦争直後の時代ですから７０歳

に年齢到達する方との差し引きでマイナスという動きでした。それと

比べると一定の増の動きではありますが、４月から１０月まで平均で

２０人ずつ増えているような状況です。その内訳としては、７０歳に

年齢到達する方が毎月３０人くらいおられますから、６５歳から６９

歳の方の中に毎月５０人動いていっています。団塊世代の加入も多い

ですが、７０歳それから７５歳に年齢到達される方も相当数おられま

すので、それらすべてを見込んだ推計となっています。 
 
よろしいでしょうか。後期高齢者に移行していくマイナスと、前期

高齢者に入ってくるプラスの差し引きが２０人のプラスといったとこ

ろでしょうか。 
他にはありませんか。今回の協議会の感想でも結構ですよ。 
 
根拠のある意見ではないのですが、今までの近隣地域のアップ率と

比べてみても、１７％の改定というのは市民目線からすごくびっくり

する数字だと思います。ジェネリックについてですが、各薬局から報

告いただく１０月分のデータが県で集計されまして、県平均で２９．

５％までジェネリックの浸透率が上がってきています。川西市につい

ては３０％を超えていて、国の目標も超えている状況です。以上報告

とさせていただきます。 
 
このパーセンテージとは、金額ベースですか。 
 

 いえ、金額ではなく、品目を指しています。薬の数で３０％を超え

ているということです。 
 

 ジェネリック医薬品が広まることで、医療費がどれだけ節約になっ

てくるかわかりますか。 
 
川西市さんによると数百万円ということですが。 
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この数百万円というのは我々が通知した約２，０００件に対する効

果額なので、全体で見た場合はこれよりも大きくなるかとは思います。 
 
では私の方でもう一度詳しい金額について調べてみようと思いま

す。 
 
他にはありませんか。 
 
国保にかかる高額医療費は膨大で、とはいっても７５歳以上の方は

後期高齢者に移行していきますし、前期高齢者についても調整制度が

あるということですね。それで、現在市民の４分の１が国保加入者と

いうことで、その中でも特に４０歳以下の方の納付率が低い状況にあ

るかと思います。その方たちはいわゆるニート、アルバイト、フリー

ターといった非正規雇用の方々であって、彼らを社会保険の方に移行

させていくことが大きな意味を持つと思います。縦割りのなかで、こ

ういった方たちへの支援といいますか、やはりハローワークで相談し

てくださいといった案内だけにとどまってしまうのですか。市として

の就労支援策を、課同士で連携していくようなことはありませんか。 
 
 これについては、ここの課で責任もってお話しできませんので、

私が代わって説明いたしますが、市としては若者の引きこもり対策と

して、５年の計画を作っています。まもなく完成いたします。その計

画を作って、何とかニート、あるいは引きこもりの方を引っ張り出し

たい、そして就労してもらいたいといように、若者をサポートし、相

談受付できる機能をどこかに作りたいと思っています。この３月まで

は伊丹のハローワークの出先機関が川西にもありましたが、国の事業

仕分けによりなくなりました。しかし川西としては何とかその機能を

存続させたいという思いで、仕事サポートセンターと名前は変わりま

したが、今でも若者に向けての就職相談をさせていただいています。

それによってどれだけの方がしっかり就労できたのか、またどれだけ

の方が国保から被用者保険に移っていったのかは追跡できていません

が、市民のある世代の方の何％かが引きこもりをしているという事態

を市としても重く受け止めています。アンケートでもそのような結果

が出ていますので、委員のおっしゃるようにそれぞれがしっかり仕事

をしていただき、社会と結びついていただきたいと思っています。 
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会 長 

高齢者のことがよく問題にされるんですが、彼らの年金をあてにし

たフリーターの方々が全国で２００万人前後いるんですけれども、そ

の方たちの国保への影響というのもあると思いますので、彼らへの対

応を縦割りを超えてしていただきたいですね。 
 
こども部という、ちょっと名前に抵抗はあるかもしれませんが、３

９歳までの若者を対象にした部を作りまして、ひとえに国保のためだ

けでなく、全体の活気のためにと思って取り組んでいます。 
 

 ありがとうございました。雇用の安定がすなわち経済の安定や社会

保障の安定につながるということで、川西市としても引き続き取り組

んでいただきたいところです。 
 まもなく時間となりますが、何か質問等ございませんか。 
 次回は今回提案されました税率の試算について協議したく思いま

す。最後に協議事項２「その他」ですが、事務局から何かありますか。 
 
スケジュールの確認だけさせていただきます。来年の１月１７日に

第４回運営協議会開催の予定となっています。１３時半より市役所７

階大会議室で行います。１月２２日に第５回運営協議会をこちらの庁

議室で１３時半より行います。 
このたび、運営協議会を開催するにあたって再度開催通知を差し上

げるべきところを、漏れてしまいまして大変申し訳ございませんでし

た。次回以降につきましては必ず１週間前には通知するようにいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 
 
どうもありがとうございました。長時間にわたり協議いただきまし

たが、本日の運営協議会はこれにて閉会させていただきます。どうも

ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 

 


